
告 示

�愛媛県告示第７８７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成１０年９月２４日農林水産省告示第１５０２号（四に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７８８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成３０年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

八幡浜加入区

�������
�愛媛県告示第７８９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２６年８月愛媛県告示第９６６号）による保険

に付すべき義務は、平成３０年８月１６日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成３０年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

（南予地方局産業経済部管内）

八幡浜加入区

�������
�愛媛県告示第７９０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年８月１７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 野崎 明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

第３工場 Ｍ系湿式スクラバー

発 行 愛 媛 県
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特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１０立方メートル処理（風量）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

毎週（火・金）曜日発行 第３００２号 平成３０年８月１７日

平成３０年８月１７日金曜日 第３００２号

愛 媛 県 報
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� アンモニア回収施設

� �１汚水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ８

備考 汚水等は、アンモニア回収施設で処理後、�１汚水処理施設で処理さ
れる。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６２０

最大 １，９９０

通常 １，６２０

最大 １，９９０

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
高さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７７メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和及び凝集方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．４

最大 １４．１

通常 ９．４

最大 １４．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．４

最大 ５１．７

通常 １３．４

最大 ５１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 １．１８

通常 ０．３０

最大 １．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７７０

最大 ５，９８０

通常 ４，７７０

最大 ５，９８０

備考 汚水等は、�１工場排水口より排水する。

愛 媛 県 報平成３０年８月１７日 第３００２号

６４８
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�愛媛県告示第７９１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成３０年８月１７日

愛媛県東予地方局長 � 橋 正 浩

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成３０年８月７日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字馬木１１８６番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４７．５５メートル

� 幅員 ４．５０メートル

�愛媛県告示第７９２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．７

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．３

最大 ３２．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７，３４０

最大 ９，８００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１７１８３号 平成２５年
７月４日

（一社）エコフィル建築
デザイン 重松 陽希 松山市北斎院町８９９－７ 平成３０年

７月３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７２９３号 平成２６年
４月４日 日下通信 日下 国司 松山市保免西２－２－３８ 平成３０年

７月１７日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－２８）第１４８４４号 平成２８年
１０月３０日 堀江工業� �橋 真也 松山市福角町乙４８４ 平成３０年

７月２３日 土木工事業 建設業の廃止

（般－２８）第１７７３０号 平成２８年
６月９日 �ボルト 二神 道博 松山市保免西２－３－１５ 平成３０年

７月２５日
建築工事業、大工工事業
屋根工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－２９）第１６１６９号 平成２９年
８月２８日 松末電機 松末 健一 松山市磯河内甲２９－１ 平成３０年

７月２５日 管工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２７）第１５８１７号 平成２７年
９月１６日

�アーキテクトしほれの
家 藪 眞知子 松山市南高井町１４１４ 平成３０年

７月２７日
土木工事業
建築工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－２７）第１６８２７号 平成２８年
３月２４日 耐震工業� 山岡 誠二 松山市祇園町１３－６ 平成３０年

７月３１日
左官工事業、鉄筋工事業
塗装工事業、防水工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

平成３０年８月１７日 発行

愛 媛 県 報平成３０年８月１７日 第３００２号

６４９


